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外国人労働者相談コーナーを開設します 
 

石川労働局（局長：松竹 泰男）では、平成 31年４月５日に「外国人労働者相談コーナー」 

を新たに開設し、中国語及びベトナム語の２言語による対面及び電話による相談に対応します。 

「外国人労働者相談コーナー」では、労働条件に関する問題について、法令の説明や関係機 

関の紹介等を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

〔照会先〕 

石川労働局発表 
平成 31年４月３日（水） 

 

石川労働局外国人労働者相談コーナーのご案内 

 

 開設日時：ベトナム語 毎週木曜日 午前９時から午後４時３０分 

中 国 語 毎週金曜日 午前９時から午後４時３０分 

（祝日、年末年始を除く） 

 開設場所：石川労働局労働基準部監督課内             

石川県金沢市西念３－４－１ 金沢駅西合同庁舎５階 

 電話 ０７６－２００－９７７１（直通） 

 備  考：開設時間外の相談及び中国語、ベトナム語以外の外国語 

での相談は別紙のとおり電話にて対応します。 

 

石川労働局労働基準部 
監 督 課 長  鷹中 康博 

河野 英俊 
 連絡先  ０７６－２６５－４４２３ 
 ＦＡＸ  ０７６－２６５－４４３１ 

監 察 監 督 官 
過重労働特別監督監理官 

厚生労働省 

石川労働局 




